
介護給付費適正化事業年次計画  大曲仙北広域市町村圏組合
令和5年6月1日

□第8期介護保険事業計画において定めている、当組合の介護給付費適正化事業の目標の達成に向けて、年間の実施計画を策定する。
 前年度の実施状況を分析し、翌年度の計画に反映させる。

■令和５年度
令和４年度実施状況 課題等分析結果 令和５年度実施計画

１．要介護認定の適正化 ・全調査における保険者調査の実施割合
 （6,360件/7,654件、83.1％）
・調査項目の解釈及び判断統一のため、保険者による、認定調
査票の全件点検を実施した。また、専従調査員の定例会議（会
議：5回、書面：3回）を行い情報共有を行った。
・「業務分析データ」を基に、国の要介護認定適正化事業の技
術的助言事業の実施（令和4年10月）で、各調査項目の技術的
助言が行われた。当保険者における課題の把握・検証を行うこ
とができた。
・委託認定調査員の調査技能の向上を目的に、保険者主催のス
キルアップ研修会を令和4年10月にオンライン会議システム
「ZoomMeetings」にて実施した。【対象：管内居宅介護支援
事業所並びに介護保険施設で、調査に従事している方、または
従事予定の方】
・調査技能の向上を図るため、インターネット上で提供される
認定調査員向けeラーニングシステムを活用することにより、
調査員各々が自身の理解度を把握することについて、調査員
各々の実施状況までは把握できていない。

公正な認定調査のために、

①保険者点検・指導の継続及び研修会
開催等による、委託調査員の調査技能
向上を図る。
②「業務分析データ」の活用及び研修
等での情報収集により、専従調査員の
認定調査の質の向上、認定調査の平準
化を図る。

以上の取り組みが必要と考えられる。

・調査項目の解釈及び判断統一のため、引き続き保険者による、
認定調査票の全件点検を実施する。また、専従調査員の定例会議
を行い（年4回）情報共有する。
・「業務分析データ」を活用し、各調査項目の判断において、全
国及び秋田県平均と大きなズレがないかの比較・確認を行い、当
保険者における課題を把握、検証をする。
・委託調査員の調査技能を向上させることを目的とした、保険者
主催のスキルアップ研修会（年１回）を開催する。
・調査員各々が自身の理解度を把握すると共に、調査技能の向上
を図るため、インターネット上で提供される認定調査員向けeラー
ニングシステムを活用する。

２．ケアプランの点検 ・対象の事業所の選定にケアプラン分析システムを活用した。

※点検対象プランの選定について
 ①同一法人（グループ法人）内での利用が多い
 ②事業所内で作成しているプランのサービスの種類に偏り
  がある
 ③要介護度が高いにも関わらず、利用しているサービスが
  少ない
 ④介護度が低いが限度額いっぱい利用している
 ⑤有料老人ホームに入居し、訪問介護を限度額いっぱい利
  用している
 その他、ケアプラン点検「受講なし」で「希望あり」のケア
マネジャーを優先的に対象とした。

 【実施件数１８件】
 （内訳）
  ・居宅介護支援事業所     １4件
  ・（介護予防）小規模多機能型
   居宅介護事業所       ３件
  ・看護小規模多機能型
   居宅介護事業所       １件

点検後の対象ケアマネジャーに対する
アンケートでは、点検に対する好意的
な意見が殆どであった。概ね所要の目
的は達成された。以下、同アンケート
から主な「気づき」の抜粋

・第三者視点からの検証の重要性
・利用者の予後予測の重要性
・専門職との連携の重要性

◯目的
 ケアプランがケアマネジメントのプロセスを踏まえた「自立支
援」に資する適切なものとなっているか検証しながらケアマネ
ジャーの「気づき」を促し、ケアマネジメントの質の向上を図
る。

◯対象の選定方法
 ケアプラン分析システムにおいて、限度額（要介護度）に対す
る計画率や、サービス種類数等の指標に注目する。例えば、有料
老人ホームに入居し、訪問介護を限度額いっぱい利用している方
など。

◯実施予定件数
 １８件

〇その他
 ・ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の取り組みを
  進める。点検におけるＺｏｏｍ等の活用も視野に入れる。
 ・  点検時、受検者が話しやすい雰囲気づくりに努める。
 ・  令和６年度の介護給付適正化事業再編
  （ケアプラン点検と住宅改修等の点検・福祉用具調査の統
  合）に向け、必要に応じて打ち合わせ等を実施する。

３．住宅改修等の点検 ・住宅改修の点検
 事前申請書類において介護保険の給付要件に合致するかどう
か確認できなかったケースについて、現地確認を実施（1件
介護保険の給付対象であると判断）
 状態変化により一部未改修ため、事後点検は未実施。

・福祉用具利用実態調査
 不適切な福祉用具の利用が考えられる方を対象に聞き取り調
査を実施（2件 介護保険の給付対象であると判断）

住宅改修の点検、福祉用具利用実態調査ともに、構成自治体の
リハビリ専門職との調整がつかず、当年度は意見をもらうこと
はできなかった。

・住宅改修の点検および福祉用具利用
実態調査調査について、点検を行う体
制が整い、実施することができた。引
き続き、点検・調査をしていく。

構成自治体または外部のリハビリ専門職等の職員と連携をとり、
必要に応じて専門的な意見をもらう。

・住宅改修の点検
 実施方法は前年度と同様に、事前申請書類において介護保険の
給付要件に合致するかどうか確認できなかったケースについて、
現地確認を実施し、完成後の点検も実施する。（見込み件数 2〜
3件程度）

・福祉用具利用実態調査
 実施方法は前年度同様に、不適切な福祉用具の利用が考えられ
る方を対象とする。聞き取り調査項目の見直しを行う。（見込み
件数 2〜3件程度）

４．縦覧点検・医療情報と
の突合

・国保連への委託により実施
・請求に関する介護保険事務所への問い合わせに対して、指導
を行った。
・保険者による介護給付費請求点検を実施（43件 過誤調整が
必要と判断したもの）

・事務の効率化につながっているた
め、引き続き国保連への委託による実
施が適当と考えられる。
・国保連からの情報提供（適正化情報
等）を活かし適正な請求へと指導でき
た。

・前年度に引き続き、国保連への委託を行う。
・事業所の過誤等の問い合わせについては、解釈について説明す
るなど適切な請求への意識付けを行っていく。
・保険者としては適正化情報等を活用しながら点検していく。

５．介護給付費通知 ・令和4年4月〜12月の要介護認定更新申請の勧奨通知対象者に
直近3ヶ月の給付実績を同封し、送付。（送付件数3,026件）
・上記対象にならなかった受給者について、12月末に直近3ヶ
月分の給付実績を送付。（送付件数5,703件）

・過誤の発見につながるようなケース
はなかったが、問い合わせが数件あ
り、利用者や家族より介護サービスの
種類、費用について確認していただく
ことで、介護保険制度の理解につな
がっている。

介護サービス等を利用している全受給者に年に1回は給付費通知を
送付する。

・令和5年4月〜12月の要介護認定更新申請の勧奨通知対象者に直
近3ケ月の給付実績が記載された通知を送付する。
・上記の対象にならなかった受給者には12月末を目途に直近3ヶ月
分の給付実績を送付する。


